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こころのバリアフリー 

（障害者差別解消支援地域協議会） 

 

 

※ホームページでも活動を見ることができます ぴあリンク奄美 

協議会の専門部会の一つである精神部会では定

期的に地域開催をしています。今回は 9月 5日に

大和村防災センターで、地域の民生委員や介護

事業所の職員を交えて34名の方が参加し「クライ

シスプラン」について検討しました。 

誰でも、生活の中で危機状態に陥ることがありま

す。そんな時に対応策を決めておくと自分も周りも

楽になります。そんなクライシスプランは精神障が

いのある人を支援する時にも有効気づきになりま

す。 

※次回は瀬戸内町での開催を予定しています 

平成２８年４月に障害者差別解消法が施行され、奄美地区に

おいても年に２回、障害者差別の解消に関する事例を共有し

たり、理解を促進するための取り組みや合理的配慮について話

し合いをしています。その中には、道路や街づくりといったハード

面の整備だけではなく、「障がいの理解」という「こころのバリアフ

リー」についての理解も大切になってきます。 

（合理的配慮とは？） 

負担になりすぎない範囲で社会的障壁を取り除

く配慮をすることです。例えば、聴覚障害のある

人に音声以外の方法でコミュニケーションを取

る、点字ブロックの上に自転車を置かないなど、

できることが沢山あります。皆さんもどんな配慮

ができるのか周囲の人と話し合ってみましょう。 

「すももの会」の活動説明では、利用者の方が、緊張した面持ちでしたが、マイクを前に日々の活動について一生懸命お話

しされました。おかげで和やかな雰囲気を作っていただきました。 

奄美地区地域自立支援協議会「令和元年第 1回定例会」 

今年度の第 1回定例会が 53名の方が参加して大和村防災センターで「開催されました。 

大和村独自の取り組みとして、学校跡地を利用して実施している「すももの会」を見学した後に会場に移動しました。会

場入り口では、指定福祉サービス事業所ゆらり（宇検村）、すももの会（大和村）が活動として作成している作品の展示

や販売を行ってくれました。会では各専門部会の報告の後、昨年来より協議している障がい理解の取り組みについて話

し合い、小中学校への出前授業を行うことになりました（裏面に案内あり）。又、思いやり駐車場としてのブルーカラー化

について各市町村での進捗状況を報告してもらい、参加者全員で障がいがあっても暮らしやすい地域づくりの推進を確

認しました。第 2回は 10月に龍郷町、第 3回は 1月奄美市名瀬で開催予定です。 

精神部会の地域開催報告 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
≪お問い合わせ先≫  

奄美地区障がい者等基幹相談支援センター（ぴあリンク奄美） 

鹿児島県奄美市名瀬幸町 15番 3号 

℡0997-69-4061 Fax0997-69-4062  

HP（http://www.amami-jiritsu.org/） 

 

地域の相談支援専門員紹介 
障害福祉サービスを利用するとき、 

ご本人に寄り添い共に利用計画をつくります。 

 

 

対人サービスにおける権利擁護 
～障害のある人の地域生活支援を考える～ 

障害の地域理解にむけた取り組み 

慶さん 

 

沖さん 

研修会のお知らせ 

（日時）令和元年１１月７日（木） 

16時 30分～18時 30分 

（場所）りゅうゆう館文化ホール（龍郷町） 

（講師）高山直樹氏（東洋大学社会福祉学科教授） 

（シンポジウム）報告者 

＊榮 益宏氏（瀬戸内社協） 

＊恵 朝子氏（車椅子ユーザー） 

＊川畑博行氏（奄美市保護課） 

申し込み・お問い合わせは下記まで 

ぴあリンク奄美 ☎0997‐69‐4061 

けんり 

ようご 

小中学校の生徒への出前授業をします！ 

相
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（瀬
戸
内
町
勝
能
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自立支援協議会では、小中学校の子どもたちへ見えに

くい障がい（精神障がいや発達障がいなど）のことを理

解してもらうことが、地域の障がい理解へ繋がるという趣

旨から出前授業を実施することになりました。地域の障

がい福祉サービスの職員や医療機関、行政担当職員

が、チームを組んで学校へ行きます。 

まず、今年度は 2 か所の学校で実施することが決定

しています。我が地域で実施して 

ほしい等、要望がありましたら事務 

局へご連絡ください。 

相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
し
ゃ
き
ょ
う
（瀬
戸
内
町
古
仁
屋
） 

障がいのある子どもや、発達に特性のある子どもが放課後や長期休暇中に利用できる福祉サービスです。 

6歳から 18歳までの就学年齢（小学生・中学生・高校生）の子どもが利用できます。 

コミュニケーションスキルや日常生活で必要な能力の養成、学習面、行動面のトレーニングなどによる 

自立のための支援や放課後の居場所づくりを行います。 
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櫻井さん 岡野さん 

森島さん 豊永さん 

http://www.amami-jiritsu.org/

